
令和８年４月２３日  

みどり３３推進担当部  

み ど り 政 策 課   

 

東京都市計画公園の変更について（世田谷第２・２・７６号梅丘三丁目公園） 

 

１ 主旨 

 「世田谷区都市整備方針」第一部「都市整備の基本方針」（平成２６年４月）のテ

ーマ別方針「みどり豊かで住みやすいまちをつくる」においては、公園や緑地は計画

的な整備により適正な配置と面積を確保することとしている。また、第二部「地域整

備方針」（令和７年７月）の北沢地域のテーマ別の方針「みどり豊かで住みやすいま

ちをつくる」においては、誰もが身近に利用できる場として、公園や緑地を適正に配

置し、面積を確保するとともに、都市基盤整備とあわせて新たなみどりの創出を図る

こととしている。 

 「世田谷区みどりの基本計画（平成３０年３月）」のエリア別の取り組み（北沢地

域）においては、防災性の向上を図るために、みどりの軸、小田急線上部利用空間、

みどりの拠点、社寺などのみどりを大切に活かし、住宅地エリアの小規模でも多様な

みどりがつながる街をめざすこととしている。加えて、同計画では公園緑地が不足し

ている地域を中心として、公園緑地の配置に努めるほか、誰もが身近に利用できる施

設の整備を進めることとしている。 

 世田谷区の中央に位置する計画地は、公園緑地が不足している地域に近接しており、

計画地に新たなみどりを創出することで、地域の環境改善と都市の質の向上を図り、

地域の貴重なみどりの拠点を確保することができる。 

 こうしたことから、都市計画公園の配置及び機能について検討した結果、梅丘三丁

目地内における約０．０６ヘクタールの区域を都市施設とし、東京都市計画公園に追

加する都市計画変更をしようとするものである。 

 

２  これまでの経緯 

令和 ８年 １月    都市計画審議会（報告） 

     ２月～３月 都市計画法第１７条に基づく都市計画案の公告・縦覧 

４月    都市計画審議会（諮問） 

 

３ 概要 

（１）名称 世田谷第２・２・７６号梅丘三丁目公園 

（２）区域 計画図表示のとおり 

（３）面積 約０．０６ｈａ 

 

４  都市計画案に対する縦覧・意見書について 

（１）縦覧・意見書受付期間：令和８年２月１８日～３月４日 

（２）意見書の提出： なし 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

  令和８年５月   都市計画変更決定・告示 
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